
取扱機関一覧

○公共職業安定所 ○都道府県労働局
○都道府県職業能力主管課 ○都道府県障害者雇用促進協会
○雇用能力開発機構都道府県センター ○都道府県高年齢者雇用開発協会
○（財）介護労働安定センター ○（財）２１世紀職業財団地方事務所

○（財）産業雇用安定センター 都道府県事務所

■雇用を守るためには

■従業員の再就職を援助してください

■不良債権処理に伴う雇用調整の場合には

■まずは相談を

■厚生労働省の創業支援

■中高年齢者等を雇い入れるときは

■就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難
な方を雇い入れるときは

■従業員の能力を高めたいときは

■職場での訓練を受け入れるときは

○雇用の維持等 ○新たな雇入れ等
○中小企業のための各種給付金
○介護労働者の雇用管理改善等
○育児・介護労働者の雇用管理改善等
○建設労働者の労働移動・雇用改善
○高年齢者等の移籍出向 ○看護師等の雇用管理

■雇用調整方針とは？

■再就職援助計画とは？

■ご利用上の注意

事業主の方への給付金のご案内事業主の方への給付金のご案内

雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ これからビジネスを始めようとしている方へこれからビジネスを始めようとしている方へ

人を雇い入れる事業主の方へ人を雇い入れる事業主の方へ 働く人の能力開発を行う事業主の方へ働く人の能力開発を行う事業主の方へ

その他助成金その他助成金



ご利用上の注意

○ このパンフレットは、雇用関係各種給付金のうち、雇用保険適用事業
所の事業主の方に対して支給されるものを中心にまとめたものであり、
特にお断りしない場合は、支給対象者は雇用保険適用事業所の事業
主となっています。

○ 本文中の【主な受給の要件】及び【受給額】は、主なもののみを記載
しておりますので、各給付金のご利用に当たっては、必ず本文中お示
しする各取扱機関にお問い合わせの上、受給の要件及び受給額、受
給申請の手続き及び期限等についての詳細をご確認ください。

○ 偽りその他の不正の行為により給付金の支給を受け、又は受けよう
とした事業主、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保
険料の納入をしていない事業主、給付金ごとに定められた支給要件に
該当しない事業主、申請期限経過後に申請を行った事業主に対して
は、給付金は支給されません。また、すでに、支給した給付金の返還
を求めることがあります。
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雇用を守るためには雇用を守るためには

従業員の再就職を援助してください従業員の再就職を援助してください

不良債権処理に伴う雇用調整の場合には不良債権処理に伴う雇用調整の場合には

雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくれ、

休業等（休業及び教育訓練）又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

再就職援助計画 事業規模の縮小等に伴い、離職者を生ずることとなる場合又は定年、解雇等により離

職する高年齢者等が再就職を希望する場合に離職者を援助するために事業主が作成する計画です。

求職活動支援書 事業主都合の解雇等により離職することが予定されている高年齢者等が希望すると
き、主体的な 求職活動を支援するために事業主が作成する書面です。

労働移動支援助成金（求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金） 事業規模の縮小等によ

り離職を余儀なくされる労働者に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職相談室の設置
等を行う事業主又は民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託した事業主に助成金が給付さ
れます。

雇用調整方針 不良債権処理の影響で雇用調整を行わざるを得ない事業主が、雇用調整の見通し、

対象者等をハローワークに届け出ていただくものです。

雇用再生集中支援事業 雇用調整方針対象者（支援対象者）に対して、以下のような再就職支援
措置などが用意されています。

（例）

・不良債権処理就業支援特別奨励金 支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル

雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創
出する場合にも奨励金が支給されます。

・実践的教育訓練特別奨励金 30歳以上60歳未満の支援対象者を対象に、無料で職場での実

地経験を積む職場体験講習（原則１か月）、座学や企業での実習による職業訓練を実施します。
訓練を行う事業主等には奨励金が支給されます。

雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ

４

事業主の方への給付金のご案内事業主の方への給付金のご案内



【主な受給の要件】

（１） 最近６か月間に、以下に該当する
事業活動の縮小等を余儀なくされた事
業主であること

① 生産量が対前年同期比で１０％減
② 雇用量が増加していないこと

（２） 従業員の全一日の休業または事業
所全員一斉の短時間休業を行うこと

又は
（３） 3か月以上1年以内の出向を行うこと

・大型倒産等事業主などの特定の事業
主については（１）と要件が異なります。
詳しくは 最寄りのハローワークにお問い
合わせください。

○主な特例措置

・不良債権処理の影響に伴う特例（平成
14年12月20日から当分の間）

雇用調整方針をハローワークに届け出
た事業主については、生産量が減少して
いなくても対象となります。（雇用量につ
いては原則どおり。）
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雇用調整助成金

【受給額】

○休業等

休業手当相当額の１/２
（中小企業事業主は２/３）

支給限度日数：３年間で150日（最初の１
年間で100日分まで）まで
（大型倒産等事業主など特定の事業主に
ついては、支給限度日数が異なります。詳
しくは最寄りのハローワークにお問い合わ
せください。）

休業期間中に教育訓練を行う場合は上
記の金額に訓練費1,200円/人日を加算

○出向

出向元で負担した賃金の１/２
（中小企業事業主は２/３）

【問い合わせ先】

最寄りのハローワーク

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
休業等（休業及び教育訓練）又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が給
付されます。

５

働
く
人
の
能
力
開
発
を
行
う
事
業
主
の
方
へ



【再就職援助計画を作成しなければならな
い場合等 】
事業主は、経済的事情により、一の事業所

において常時雇用する労働者について1か
月に30人以上の離職者を生じさせる事業規
模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の

縮小又は事業の転換若しくは廃止をいいま
す。)を行おうとするときは、最初の離職者が
生じる日の1か月前までに再就職援助計画

を作成する必要があります。
また、1か月に30人未満の離職者を生じさ

せる事業規模の縮小等を行う場合にも、任
意で再就職援助計画を作成することができ
ます。

【労働組合等の意見聴取 】
再就職援助計画の作成に当たっては、労

働組合等の意見を聴くことが必要です。

【公共職業安定所長の認定の申請】
再就職援助計画を作成した事業主は、遅

滞なく、事業所の所在地を管轄する公共職
業安定所長に提出して認定を受けなければ
なりません。

再就職援助計画とは？

従業員の再就職を援助してください従業員の再就職を援助してください

６

【再就職援助計画の内容】
再就職援助計画には、 事業の現状、 再

就職援助計画作成に至る経緯、 計画対象

労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保
険被保険者番号、離職予定日及び再就職
援助希望の有無、 再就職援助のための措
置、 労働組合等の意見を記載することが
必要です。

※ 再就職援助のための措置の具体例
① 取引先企業や関係企業へのあっせん
② 取引先企業や公共職業安定所、(財)産
業雇用安定センターの求人情報の提供
③ 求職活動や教育訓練受講のための有
給休暇(労働基準法第39条の規定による
年次有給休暇以外の有給休暇)の付与
④ 教育訓練受講のための費用負担
⑤ 計画対象労働者の再就職に係る支援
の委託
⑥ 再就職相談室の設置

【問い合わせ先】
各都道府県労働局
各公共職業安定所
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事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込ま
れる事業規模の縮小等を行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受
けなければならないとされています（雇用対策法第24条）



【主な受給の要件】

(1)  求職活動等支援給付金

①次のいずれかに該当すること

ａ 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作
成し、公共職業安定所長の認定を受ける
こと

ｂ 雇用保険法施行規則に基づく再就職援
助基本計画書を作成し、公共職業安定所
長に提出すること

②次のいずれかに該当すること

ａ 離職を余儀なくされる労働者（①の再就
職援助計画又は再就職援助基本計画書
（以下「計画等」といいます。）対象となる者
（以下「計画対象者」といいます。））に対し
求職活動等のための休暇を付与し、休暇
日に通常の賃金の額以上の額を支払うこ
と

ｂ 再就職相談室の設置又は開拓員若しくは
相談員の配置を行うこと

(2) 再就職支援給付金

① 次のいずれかに該当すること

ａ 雇用対策法に基づいて再就職援助計画
を作成し、公共職業安定所長の認定を受
けること

ｂ 雇用保険法施行規則に基づく再就職援
助基本計画書を作成し、公共職業安定所
長に提出すること

② 計画対象者の再就職支援を民間の職業
紹介事業者に委託すること

③ 計画対象者の離職の日から３か月以内に
再就職を実現すること

労働移動支援助成金（求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金）

○不良債権処理の影響に伴う特例（平成14 年
12月20日から当分の間）

雇用調整方針の支援対象者とされる労働者に
ついては、(2)③の再就職までの期間が離職の
日から６か月以内に緩和されます。

その他各給付金の詳細については最寄りのハ
ローワークにお問い合わせください。

【受給額】

○求職活動等支援給付金

ア．休暇を付与した場合（(1)②ａの場合）
１人当たり日額4,000円
教育訓練費用を全額負担した場合、１日当たり
1,000円加算
支給上限：１人当たり休暇30日分まで
（平成17年3月31日以前に付与した休暇は60日
分まで）

イ．再就職相談室の設置等を行った場合（(1)
②aの場合）
中小企業事業主の場合
費用の1/3（支給上限：100万円まで）
中小企業事業主以外の事業主の場合
費用の1/4(限度額75万円)

○再就職支援給付金
中小企業事業主の場合
委託費用の1/3
支給上限：１人当たり40万円まで、同一の
計画等につき300人まで
中小企業事業主以外の事業主の場合
委託費の1/3
支給上限：1人当たり30万円まで、同一
の計画等につき300人まで

【問い合わせ先】

各都道府県労働局
最寄りのハローワーク

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対し求職活動等のための休暇の付与、再

就職相談室の設置等を行う事業主又は民間の職業紹介業者に労働者の再就職支援を委託し、再就
職を実現させた事業主に助成金が給付されます。

７

従業員の再就職を援助してください従業員の再就職を援助してください
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【主な受給の要件】

求職活動支援書には、 ①離職予定者の指名、年齢及び性別、 ②離職予定者が離職する
こととなる日（離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期）、③
離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含
む。）、 ④離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習、 ⑤離職予定者が有する技能、
知識その他の職業能力に関する事項、 ⑥職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに
当たって参考となる事項その他の再就職に関する事項、 ⑦事業主が講ずる再就職援助の

措置（※２）

※２ 事業主が講ずる再就職援助の措置の具体例
①取引先企業や関係企業へのあっせん
②取引先企業や公共職業安定所、（財）産業雇用安定センターの求人情報の提供
③求職活動や教育訓練受講のための有給休暇（労働基準法第39条の規定による年次有給
休暇以外の休暇）の付与
④教育訓練受講のための費用負担
⑤求職活動支援書の対象となる労働者の再就職に係る支援の委託

⑥再就職相談室の設置

【求職活動支援基本計画書とは？】

求職活動支援書等の対象者に共通して講じようとする再就職援助の措置や対象者数、付
与する休暇の日数等を記載した書面のことをいいます。

求職活動支援書を作成する事業主が、労働移動支援助成金の支給を申請する場合には、
当該求職活動支援書を作成する前に事業主が作成し、労働組合等の同意を得た上で公共
職業安定所に提出することが必要です。

【問い合わせ先】
各都道府県労働局
各公共職業安定所

８

事業主は、事業主都合の解雇等（※１）により離職することが予定されている高年齢者等
（45歳以上65歳未満）が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体

的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報（高年齢
者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項）を記載した書面（求職活動支援書）
を作成し、交付しなければならないこととされています（高年齢者雇用安定法第17条第1項）。

※１ 高年齢者雇用安定法上では義務は課されていませんが、定年及び継続雇用制度の期
間満了により離職した労働者に対して求職活動支援書に準ずる書面を作成し、一定の再就
職援助の措置を行った場合には、労働移動支援助成金が支給されることがあります。

従業員の再就職を援助してください従業員の再就職を援助してください
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不良債権処理に伴う雇用調整の場合には不良債権処理に伴う雇用調整の場合には

雇用調整方針とは？

「雇用調整方針」とは、不良債権処理の
加速に伴い、離職を余儀なくされる人に
対する体系的な再就職支援などを行うた
めに、不良債権処理の影響で雇用調整
を行わざるを得ない事業主が、雇用調整
の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を
作成し、ハローワークに届け出ていただく
ものです。

【雇用作成方針を作成する事業主】

主要行若しくは中小・地域金融機関か
らの融資割合が２０％以上の事業主又は
メインバンクが主要行若しくは中小・地域
金融機関である事業主であって、次のよ
うな不良債権処理の影響を受け、雇用調
整を行わざるを得ない事業主

① 破産、清算、会社整理、会社更生、
民事再生等の法的整理の対象となって
おり、又は、債務超過の状況にあり、取
引金融機関から貸出条件を厳しくされ
たり、運転資金等の融資を断られた事
業主

② 取引金融機関から㈱整理回収機構
（ＲＣＣ）への債権譲渡の対象となって
いる事業主

③ ㈱産業再生機構により関係金融機関
等の債権の買取決定が行われた事業
主

④ 取引金融機関から、経営合理化計画
の作成を前提として、債権放棄等を受
けた事業主

【雇用調整方針の内容】

以下の内容を盛り込んだ「雇用調整方
針」を作成してください。

１ 雇用調整の対象労働者：次の①～③
ごとに労働者数と雇用調整の実施日を
記入してください。

①離職を余儀なくされる者
解雇等により離職を余儀なくされる労働
者が該当します。

②出向対象者

在籍出向及び移籍出向により一時的に
出向する労働者が該当します。

③休業等対象者
多角化していた事業の特定分野への集
中または新分野進出までの間に休業、教
育訓練の対象となる労働者が該当します。

２ その他関連企業への影響や労働組
合等の同意などを記入していただきま
す。

【雇用調整方針対象者証明書】

作成した雇用調整方針は、必要な添付
資料とともにハローワークに届け出てくだ
さい。これをもとに、ハローワークが発行
する「雇用調整方針対象者証明書」の交
付を受ける労働者には、再就職支援措
置などが用意されています。

【問い合わせ先】

最寄りのハローワーク

９
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雇用再生集中支援事業

１ 不良債権処理就業支援特別奨励金

雇用調整方針の支援対象者を雇い入れ
た事業主に、１人当たり60万円（新規・成長
分野(※)で雇用する事業主には70万円）を
支給するなど、直接またはトライアル雇用を
通じた就職、起業を支援します。

※新規成長１５分野に加え都道府県ごとに
設定される業種が追加される場合があり
ます。

２ 実践的教育訓練の実施

雇用調整方針を届け出た事業主からの離
職（予定）の方々に対して座学や企業での
実習による職業訓練や職場での実地経験
を積む職場体験講習を無料で実施します。
（実施事業主に奨励金が支給されます。）

３ 民間活用再就職支援

雇用調整方針を届け出た中小企業からの
離職（予定）者の方々が管理職、技術者な
どへの再就職を希望する場合には、民間の
再就職支援会社等の再就職支援サービス
を無料で利用できます。

４ 個別求人開拓

雇用調整方針を届け出た事業所からの離
職（予定）者の方々のために、希望や適性
にあった求人開拓を行います。

５ 各種労働移動支援に関する助成金の特
例措置

雇用調整方針を届け出た事業所からの離
職者については、離職の日から６か月以内
（通常は３か月以内）の再就職であれば、助
成措置を適用します。

《特例が措置のある助成金：労働移動支援
助成金、建設業労働移動円滑化支援助成
金》

６ 雇用調整助成金に関する特例措置

雇用調整方針を届け出た事業所については、
最近６か月間の生産量が減少していなくても、
助成措置を適用します。

７ 雇用創出特別支援エキスパート登録制度

新分野進出に当たっての専門的な相談に対
応できる弁護士、中小企業診断士、技術士など
に関する情報をインターネットにより提供します。

８ 在職中からのキャリア・コンサルティング・
無料職業訓練等

雇用調整方針を届け出た事業所からの離職
予定者に対しては、在職中からのキャリア・コン
サルティング、無料の職業訓練等を実施します。

【雇用再生集中支援事業の問い合わせ先】

お問い合わせ先 お問い合わせ内容

ハローワーク 雇用調整方針、不良債権処理
就業支援特別奨励金、労働移
動支援助成金、雇用調整助成
金、キャリア・コンサルティング、
職業訓練等

（財）産業雇用安
定センター都道府
県事務所

不良債権処理就業支援特別
奨励金、実践的教育訓練、民
間活用再就職支援、個別求人
開拓

(独)雇用・能力開

発機構都道府県
センター

建設業労働移動円滑化支援
助成金、雇用創出特別支援エ
キスパート登録制度、キャリ
ア・コンサルティング、職業訓
練等

１０
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【支援の内容】

① 雇入れの奨励金

支援対象者１人当たり60万円
（新規・成長分野で雇用する事業主は70万円）

② トライアル雇用の奨励金

ア．トライアル雇用の後常用雇用に移行した
場合は支援対象者１人当たり45万円
（新規・成長分野で雇用する事業主は55万円）

イ．トライアル雇用の後常用雇用に移行しな
かった場合は支援対象者１人当たり月額５万円

支給上限：３か月分まで

③ 起業支援の奨励金

ア．最初の雇入れに際し、起業した支援対象者
１人当たり60万円
（新規・成長分野の事業を行う場合は70万円）

支給上限：共同して起業した場合は３人分まで

イ．支援対象者の雇入れ１人当たり60万円
（新規・成長分野の事業を行う場合は70万円）

ウ．イ以外の45歳以上60歳未満の非自発的失業
者等の雇入れ１人当たり30万円

・ ２人目からは、ハローワークや民間の職業紹
介事業者の紹介が必要となります。

不良債権処理就業支援特別奨励金

○支援対象者とは？

次のすべてに該当する者が支援対象者と
なります。
① 不良債権処理の影響により離職した方と

して、「雇用調整方針対象者証明書」の交
付を受けた方

② ６０歳未満の方

○新規・成長分野とは？

①医療・福祉関連分野

②生活文化関連分野

③情報通信関連分野

④新製造技術関連分野

⑤流通・物流関連分野

⑥環境関連分野

⑦ビジネス支援関連分野

⑧海洋関連分野

⑨バイオテクノロジー関連分野

⑩都市環境整備関連分野

⑪航空・宇宙（民需）関連分野

⑫新エネルギー・省エネルギー関連分野

⑬人材関連分野

⑭国際化関連分野

⑮住宅関連分野

・ 上記の分野以外に、都道府県ごとに設定

される業種が追加される場合があります。

【問い合わせ先】

（財）産業雇用安定センター都道府県事務所

ハローワーク

１１

不良債権処理に伴う雇用調整の場合には不良債権処理に伴う雇用調整の場合には

支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨
励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支
給されます。
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【支援の内容】

１ 職場体験講習

支援対象者の職場体験講習を実施する事
業主に対して、受講者１人当たり、講習日数
に応じて支給します。

５日以上８日以下 6,000円

９日以上12日以下 12,000円

13日以上16日以下 18,000円

17日以上 24,000円

２ 職業訓練

支援対象者に対し、座学の職業訓練を実
施する民間教育訓練機関及び実習による職
業訓練を実施する事業主に対して、職業訓
練の内容に応じて受講者１人につき１か月当
たり以下の金額を上限として支給します。

民間教育訓練機関における座学

150,000円

事業所における実習

60,000円

○支援対象者とは？

次のすべてに該当する方が支援対象者と
なります。
① 不良債権処理の影響により離職し、「雇

用調整方針対象者証明書」の交付を受け
た方

② ３０歳以上６０歳未満の方

実践的教育訓練特別奨励金

○(財)産業雇用安定センターによる支援

職場体験講習又は職業訓練を実施する
事業主と受講する支援対象者は、（財）産
業雇用安定センターによる以下のサービ
スが無料で受けられます。

・ 講習・実習訓練受入先事業主の開拓

・ 支援対象者に対する出張相談等を通じ
た受講意思の確認

・ 講習受入先事業主との具体的な受入に

関する調整

・ 支援対象者に対する事前ガイダンスの
実施

・ 職業訓練受講者に対するキャリア・コン
サルティングの実施

・職業訓練コースの設定・コーディネート等

【問い合わせ先】

（財）産業雇用安定センター都道府県事務
所

１２

不良債権処理に伴う雇用調整の場合には不良債権処理に伴う雇用調整の場合には

支援対象者を対象に、無料で職場での実地経験を積む職場体験講習（原則１か月）、座
学や企業での実習による職業訓練を実施します。訓練を行う事業主等には奨励金が支給
されます。
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まずは相談をまずは相談を

厚生労働省の創業支援厚生労働省の創業支援

創業サポートセンター 起業や新分野への事業展開を希望する労働者等に能力

開発面での支援を行うことにより雇用機会の創出を図ります。

地域創業助成金 地域に貢献する事業（サービス９分野、地方公共団体からのアウトソー
シング又は地域重点分野）を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者
（６５歳未満）を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて２人以上（ただし、非自発的離
職者自ら法人等を設立した場合は、１人以上）雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労
働者の雇入れについて助成金が給付されます。

受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後１年以内に

雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の
一部について助成します。

高年齢者等共同就業機会創出助成金 ４５歳以上の方が３人以上で、自らの職業経験
等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就
業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助
成されます。

これからビジネスを始めようとしている方へこれからビジネスを始めようとしている方へ

１３

事業主の方への給付金のご案内事業主の方への給付金のご案内



【概要】

起業や新分野への事業展開を希望する労

働者等に能力開発面での支援を行うことによ
り雇用機会の創出を図ります。

①相談援助
②情報提供
③起業家養成コース
④技術的課題解決コース
⑤公開講座

【開設時間】

創業サポートセンター
月曜日～金曜日

（午前10時00分～午後8時30分）
土曜日
(午前10時00分～午後5時30分)

関西創業サポートセンター
月曜日～金曜日
（午前10時00分～午後8時00分）
※土・日曜日、祝祭日は休館とします
なお、あらかじめ予定している企業家養成セ
ミナーコースは実施いたします。

【施設概要】

①相談コーナー

相談カウンター、個別相談用ブース

②展示・体験コーナー
パネル展示、能力開発関係システム体験
機器

③情報提供コーナー

インターネット検索用パソコン、ビデオ視聴
ブース、書籍閲覧

④セミナールーム
（パソコン・ミーティングルーム・会議室）

まずは相談をまずは相談を

【問い合わせ先】

創業サポートセンター

東京都港区芝５丁目２６番２０号建築会館７階

０３－５４３９－５５５１

１４

関西創業サポートセンター

大阪市中央区南本町1-7-15
明治生命堺筋本町ビル9F 

０６－６１２５－４６９０

創業サポートセンター
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【主な受給の要件】

地域貢献事業を主たる事業として行う法人を
設立又は個人事業を開業し、創業支援対象労
働者を２人以上（非自発的離職者自らが法人
等を設立する場合は、１人以上）雇用すること。

○地域貢献事業とは？

①個人向け・家族向けサービス

②社会人向け教育サービス

③企業・団体向けサービス

④住宅関連サービス

⑤子育てサービス

⑥高齢者ケアサービス

⑦医療サービス

⑧リーガルサービス

⑨環境サービス

⑩地方公共団体からのアウトソーシング

＋

⑪地域重点分野（地域が選択する重点産業）

○創業支援対象労働者とは？

以下のすべてに該当する労働者（１人以上

は非自発的離職者。ただし非自発的離職者自
らが法人等を設立する場合はこの限りではな
い）です。

① 常用労働者又は短時間労働者（うち１人以
上は常用労働者）
② 雇入れ日現在で６５歳未満の者
③ 創業の日から１年６ヶ月以内に雇い入れら

れた者
④ 雇い入れ後３か月以上経過した者

各種助成制度各種助成制度

地域創業助成金

【受給額】

（１） 創業後６か月以内に支払った創業経
費の３分の１

支給上限：１５０万円から５００万円
※ ①雇用調整方針又は再就職援助計画
の対象者の１人以上の雇入れ又は②非
自発的離職者の３人以上の雇入れ要件も
満たすか否かの組み合わせに応じ異なり
ます。

○受給対象となる創業経費

①法人設立又は個人事業の開業に関する

事業計画作成費

②職業能力開発経費

③設備・運営経費

（２） 非自発的離職者の雇入れ１人当たり
常用労働者 ３０万円
短時間労働者 １５万円

支給上限：１００人分まで

【問い合わせ先】

都道府県高年齢者雇用開発協会

１５

地域に貢献する事業（サービス９分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野）
を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者（６５歳未満）を常用労働者及び短時
間労働者としてあわせて２人以上（ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、１人以
上）雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
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【主な受給の要件】

（１）次のいずれにも該当する受給資格者（その
受給資格に係 る雇用保険の基本手当の算定基礎

期間が５年以上ある者に限ります。）であったもの
（以下「創業受給資格者」といいます。）が設立した
法人等※の事業主であること。

①法人等を設立する前に、公共職業安定所の
長に「法人等設立事前届」を提出した者
②法人等を設立した日の前日において、当該受給
資格に係る支給残日数が１日以上である者

（２）創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従
事するも のであること。

（３）法人にあっては、創業受給資格者が出資し、か
つ、代表者 であること。

（４）法人等の設立日以後３か月以上事業を行って
いるもので あること。

※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を
行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

その他の詳細については最寄りのハローワークに
お問い合わせください。

【受給額】

創業後３か月以内に支払った経費の３分の１
支給上限：200万円まで

・ 助成金の支給は２回に分けて行います。

○受給対象となる経費
① 設立・運営経費
② 職業能力開発経費
③ 雇用管理の改善に要した費用

【問い合わせ先】

各都道府県労働局
最寄りのハローワーク

各種助成制度各種助成制度

受給資格者創業支援助成金

１６

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後１年以内に雇用保険の適用事業の事業主と
なった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
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【主な受給の要件】

３人以上の高齢創業者の出資により新たに
会社、ＮＰＯその他の法人を設立すること

○高齢創業者とは？

① 法人の設立登記日において、４５歳以上で
あること

② 法人の設立登記の日以降、報酬の有無、
常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法
人以外の法人の役員、雇用労働者、個人
経営者等以外でない者であること
（役員である者は、法人設立日の前日までに
辞任に関する変更登記がなされていること）

③ 法人の設立登記日から継続して、専ら当
該法人の業務に従事していること。

○高年齢者等共同就業機会創出事業計画

書の提出について

本助成金を受給するためには、法人の設立

登記をし、別に定める期間内に都道府県高年
齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機
会創出事業計画書その他の添付書類を提出
し、認定を受ける必要があります。（法人の設
立時期により年３回受付）

各種助成制度各種助成制度

高年齢者等共同就業機会創出助成金

【受給額】

創業後６か月以内に支払った対象経費
（人件費その他一定の費用を除く。）
の３分の２

支給上限：500万円まで

○受給対象となる経費

①法人設立に関する事業計画作成経費

②職業能力開発経費

③設備・運営経費

【問い合わせ先】

都道府県高年齢者雇用開発協会

１７

４５歳以上の方が３人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業

を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の
開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
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中高年齢者等を雇い入れるときは中高年齢者等を雇い入れるときは

就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは

新規・成長分野雇用創出特別奨励金 新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長１５分
野を中心と して、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等に

ついて、前倒しして雇用する場合又はＯＪＴを中心として職業訓練を行う場合に、奨励金が支給
されます。（平成１７年３月３１日をもって事業終了となります。）

緊急雇用創出特別奨励金 雇用情勢が悪化した地域に所在する事業主で、解雇、倒産等に
より離職した 中高年齢者等を公共職業安定所又は民間の職業紹介事業者の紹介により継続
して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、奨励金を支給します。（平成１７年３月３１日
をもって事業終了となります。）

試行雇用（トライアル雇用）奨励金 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇

用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用
（原則３か月）する場合に奨励金が支給されます。

労働移動支援助成金（定着講習支援給付金） 雇用対策法に基づく再就職援助計画又は高年齢者の
雇用の安定に関する法律に基づく求職活動支援書の対象となる者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を
習得させるための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。

不良債権処理就業支援特別奨励金（再掲） 支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、 トライアル
雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場
合にも奨励金が支給されます。

特定求職者雇用開発助成金 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続

して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。

１８

人を雇い入れる事業主の方へ人を雇い入れる事業主の方へ

事業主の方への給付金のご案内事業主の方への給付金のご案内



【主な受給の要件】

○新規・成長分野雇用奨励金

（１） 新規・成長分野事業において、３０歳以上

６０歳未満の非自発的離職者又は公共職業
訓練等受講者を雇い入れること

（２） 事前に雇い入れ計画を作成し、雇い入れ時
期を前倒しして雇い入れること

その他の詳細については都道府県高年齢者雇
用開発協会にお問い合わせください。

○新規・成長分野とは？

① 医療・福祉関連分野

② 生活文化関連分野

③ 情報通信関連分野

④ 新製造技術関連分野

⑤ 流通・物流関連分野

⑥ 環境関連分野

⑦ ビジネス支援関連分野

⑧ 海洋関連分野

⑨ バイオテクノロジー関連分野

⑩ 都市環境整備関連分野

⑪ 航空・宇宙（民需）関連分野

⑫ 新エネルギー・省エネルギー関連分野

⑮ 人材関連分野

⑭ 国際化関連分野

⑮ 住宅関連分野

その他 中小企業創造活動促進法又は中小
企業経営革新支援法に基づくもの

中高年齢者等を雇い入れるときは中高年齢者等を雇い入れるときは

新規・成長分野雇用創出特別奨励金

○新規・成長分野能力開発奨励金

新規・成長事業分野において、３０歳以上
６０歳未満の非自発的離職者（離職後２年
以内）であって雇用保険の受給資格者でな
い者に対し、雇用・能力開発機構の承認を
受けた計画に基づき実習（ＯＪＴ）を主体とす
る実践的な職業訓練を行う事業主

その他の詳細については都道府県高年齢
者雇用開発協会にお問い合わせください。

【受給額】

○新規・成長分野雇用奨励金

対象労働者１人につき70万円

○新規・成長分野能力開発奨励金

もっぱらＯＪＴによるものは、
受講者１人当たり月額24,100円

座学が訓練時間の１割を超えるものは、
受講者１人当たり月額90,000円

・なお、受講者には日額6,500円の受講奨励
金が支給されます。

【問い合わせ先】

都道府県高年齢者雇用開発協会

最寄りのハローワーク

１９

新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長１５分野を中心として、各分野の事業主
が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場
合又はＯＪＴを中心として職業訓練を行う場合に、奨励金が支給されます。
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【主な受給の要件】

（１） 次に掲げる地域について要件を満たし
た場合に当該地域に所在する事業所にお
いて労働者を雇い入れること

① 全国において、単月の完全失業率が
5.0％以上となった場合

② 地域ブロックにおいて、連続する２・四
半期の完全失業率の平均値が5.4％を超
える場合

③ 沖縄県において、連続する２・四半期の
完全失業率の平均値が5.4％を超える場
合

（２） 以下のいずれにも該当する者を雇い入
れること

① ４５歳以上６０歳未満の者
② 事業主の都合により離職した者又は

公共職業訓練等の受講者

（３） 公共職業安定所又は民間の職業紹介
事業者（厚生労働省職業安定局長の定め
る項目について同意する旨の届け出を行
い、それを示す標識を掲げている事業者
に限る。）の紹介により雇い入れる者であ
ること

（４） 常用労働者（短時間労働者を除く。）と
して雇い入れること

その他の詳細については都道府県高年
齢者雇用開発協会にお問い合わせください。

中高年齢者等を雇い入れるときは中高年齢者等を雇い入れるときは

緊急雇用創出特別奨励金

○緊急対応型ワークシェアリング制度

労使の合意により労働時間の短縮（所定外
労働時間の短縮でも可。）とそれに伴う賃金
の減額を行う場合、事前に「緊急対応型ワー
クシェアリング導入計画」を都道府県労働局
に提出していただくことにより、
① 短時間労働者の雇い入れ

② 中小企業事業主については、６か月以上
の有期雇用での雇い入れ

③ ３０歳以上４５歳未満の者の雇い入れ
についても奨励金が支給されます。

詳しくは、所在地の都道府県労働局にお問
い合わせください。

【受給額】

雇い入れ１人当たり３０万円

○緊急対応型ワークシェアリング制度を導入

した事業主

（１） 計画提出後の最初の雇い入れ時に事
業所の規模に応じて以下の金額を支給

① ３００人以下の事業所 ５０万円
② ３０１人以上の事業所 １２０万円

（２） 雇い入れ１人当たり

① 常用の短時間労働者 １５万円
② ①以外の常用労働者 ３０万円
③ ６か月以上の有期雇用 １５万円

【問い合わせ先】

都道府県高年齢者雇用開発協会

最寄りのハローワーク

２０

雇用情勢が悪化した地域に所在する事業主で、解雇、倒産等により離職した中高年齢者
等を公共職業安定所又は民間の職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者と
して雇い入れた事業主に対し、奨励金を支給します。
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【主な受給の要件】

以下に該当する者を公共職業安定所の紹
介により試行的に短期間（原則３か月）雇用
すること

① 再就職の実現が困難な45歳以上６５歳
未満の中高年齢者

② 35歳未満の若年者

③ 母子家庭の母等

④ 障害者

⑤ 日雇労働者・ホームレス

その他の詳細については最寄りのハロー
ワークにお問い合わせください。

・ このほか、不良債権処理就業支援特別
奨励金にもトライアル雇用支援があります。

【受給額】

対象労働者１人につき、月額50,000円

支給上限：３か月分まで

【問い合わせ先】

最寄りのハローワーク

都道府県労働局

試行雇用（トライアル雇用）奨励金

２１

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用の
きっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用（原則
３か月）する場合に奨励金が支給されます。

就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは
雇
用
調
整
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
事
業
主

の
方
へ

こ
れ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る

方
へ

人
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
の
方
へ

働
く
人
の
能
力
開
発
を
行
う
事
業
主
の
方
へ



【主な受給の要件】
(１)次のいずれかの計画等に係る対象者をその
離職の日から３ヶ月以内に雇い入れること

①公共職業安定所長の認定を受けた雇用対策
法に基づく再就職援助計画
②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に
基づいて作成した求職活動支援書等

(２)雇い入れた再就職援助計画対象者又は求職
活動支援書等対

象者に対し、職務に必要な知識や技能を習得さ
せるための講習（１週間以上）を実施すること

○不良債権処理の影響に伴う特例（平成14
年12月20日から当分の間）

雇用調整方針の支援対象者とされる労働
者については、雇い入れまでの期間が離職
の日から６か月以内に緩和されます。

その他各給付金の詳細については最寄り
のハローワークにお問い合わせください。

【受給額】

○定着講習支援給付金
講習期間が２週間以上の場合
１人当たり10万円
講習期間が１週間以上２週間未満の場合
１人当たり5万円

【問い合わせ先】

最寄りのハローワーク

労働移動支援助成金（定着講習支援給付金）

雇用対策法に基づく再就職援助計画対象者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律に基づく求職活動支援書等対象者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させる
ための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。

２２

就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは
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【主な受給の要件】

○特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職困難者を公共
職業安定所又は適正な運用を期すことので
きる無料・有料職業紹介事業者の紹介によ
り、継続して雇用する労働者として雇い入れ
ること

特定求職者雇用開発助成金

助成率（中小企業）対象労働者

一般被保険者 短時間被保険者

高年齢者（60歳以上65歳未満） １/４（１/3) １/４（１/3) １年

障害者 １/４（１/3) １/４（１/3) １年

１/3（１/2) - １年６か月

- １/４（１/3) １年

１/3（１/2) - １年６か月

- １/４（１/3) １年

母子家庭の母等 １/４（１/3) １/４（１/3) １年

手帳所持者など １/４（１/3) １/４（１/3) １年

精神障害者

重度障害者・45歳以上の障害
者

助成期間

○緊急就職支援者雇用開発助成金

厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全
国的に悪化した」と認める場合や、雇用維
持等地域の指定が行われた場合に、再就
職援助計画又は求職活動支援書の対象者
（４５歳以上６０歳未満）を雇い入れること
（ の場合は当該地域内に所在する事業主
に限ります。）

○緊急就職支援者雇用開発助成金の助成期間と助成率

助成率：大企業1/4 中小企業１/３

助成期間：６か月

【受給額】

○特定就職困難者雇用開発助成金の助成期間と助成率

【問い合わせ先】

最寄りのハローワーク

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者
として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。

２３

その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
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職場での訓練を受け入れるときは職場での訓練を受け入れるときは

従業員の能力を高めたいときは従業員の能力を高めたいときは

職場適応訓練費 職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境

に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所
に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。

実践的教育訓練特別奨励金（再掲） 30歳以上60歳未満の支援対象者を対象に、無料で職場

での実地経験を積む職場体験講習（原則１か月）や座学や企業での実習による職業訓練を実施しま
す。訓練を行う事業主等には奨励金が支給されます。

キャリア形成促進助成金 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その

雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、
長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確
保を行う事業主に対して助成金が支給されます。

２４

事業主の方への給付金のご案内事業主の方への給付金のご案内

働く人の能力開発を行う事業主の方へ働く人の能力開発を行う事業主の方へ



【主な受給の要件】

事業内職業能力開発計画及びこれに基づ
く年間職業能力開発計画を作成していること

その他の詳細については、独立行政法人
雇用・能力開発機構の各都道府県センター
にお問い合わせください。

【受給額】

○訓練給付金
①職業訓練を受けさせる場合の経費の１/４
（中小事業主１/３）（１人１コース５万円を限度）

②職業訓練期間中のその雇用する労働者
の賃金の１/４
（中小事業主１/３）（原則とし て１５０日を限度）

○訓練給付金（デュアルシステム導入時）
①デュアルシステムに係る計画を策定し、実
施した場合15万円
②職業訓練を受けさせる場合の経費及び職
業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金
の高率助成１/４→１/３
（中小事業主１/３→ １/２）

○職業能力開発休暇給付金
①職業能力開発休暇期間中の教育訓練の
受講及び職業能力評価の受検に要した費
用の１/４
（中小事業主１/３）

②職業能力開発休暇期間中のその雇用する
労働者の賃金の１/４
（中小事業主１/３）
（原則として150日を限度）

従業員の能力を高めたいときは従業員の能力を高めたいときは

キャリア形成促進助成金

○長期教育訓練休暇制度導入奨励金
①連続１か月以上の休暇制度を導入し、休暇
を付与した場合３０万円
②５年以下の期間に１回以上の休暇（連続２
週間以上）を与える制度を導入し、休暇を付与
した場合15万円
③休暇取得者が発生した場合には、取得者１
人につき５万円

○職業能力評価推進給付金
①職業能力評価の受検に要する経費の３/４
②職業能力評価期間中のその雇用する労働
者の賃金の３/４

○キャリア・コンサルティング推進給付金
①専門機関等への年間委託費用の１/２
（５０万円を限度）
②企業内キャリア・コンサルタントを配置し、
キャリア・コンサルティングを実施した場合
１５万円

○地域人材高度化能力開発助成金
①職業訓練を受けさせる場合の経費の1/3
（中小事業主1/2）（１人１コース５万円を限度）
②職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間
中の賃金の1/3（中小事業主1/2）

○中小企業雇用創出等能力開発助成金

【お問い合わせ先】

雇用・能力開発機構都道府県センター

２５

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者
を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期
教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会
の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます。
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【主な受給の要件】

（１） 以下に該当する事業主であること

①訓練を行う設備的余裕があること

②指導員として適当な従業員がいること

③労働災害補償保険、雇用保険、健康保
険等に加入し、又はこれらと同様の職員共
済制度を有していること

④労働基準法及び労働安全衛生法に規定
する安全衛生その他の作業条件が整備され
ていること

⑤訓練終了後、訓練生を雇用する見込みが
あること

（２） 訓練期間が通常６か月（重度の障害者は
１年）、短期の場合は、２週間（重度の障害
者は４週間）であること

その他の詳細については最寄りのハローワー
クにお問い合わせください。

【受給額】

１人あたり月額24,000円
（重度の障害者25,000円）

短期の職場適応訓練は、日額960円
（重度の障害者1,000円）

・ なお、訓練生には雇用保険の失業給付が支
給されます。

職場での訓練を受け入れるときは職場での訓練を受け入れるときは

職場適応訓練費

２６

職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応
することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った
事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練
費が支給されます。

【問い合わせ先】

最寄りのハローワーク
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